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学校再開第２段階以降における 5・6年生の対応について 

 

  学校再開２週間が過ぎ、５・６年児童は、学校のリーダーとして、新たな気持ちで学校生活をスタートす

ることができました。特に、１年生に対しての登校支援では、下級生を思いやる優しくて頼もしい姿を数多

くみることができました。 

  今週で、分散登校期間を終わり、来週から給食が始まります。全児童が同時に登校する通常の学校

生活に移行していきますが、本校の５・６年生は、他学年と比較し、１学級あたりの児童数が５年生は４０

人、６年生は３４人、３５人と多く、教室を利用する際どうしても密の状態になってしまいます。そこで、本校

では、練馬区教育委員会が示す学校再開第２段階においても、下記のように対応し、更に段階的にすす

めていくことにいたしました。保護者の皆様にかれましては、ご理解の程宜しくお願いいたします。 

 

記 

 

１ ６月１５日（月）～１９日（金） 第２段階（給食再開・４時間授業）の５・６年生の対応 

（１）学習について 

・教室で全員が集まって学習する時間を１日１～２時間程度とします。（換気に配慮し、学習形態を工

夫します） 

・専科の学習（理科・音楽・図工）は、学級を分散登校期間の A・B の２分割したグループで行い密を避

けます。（片方のグループは、他の教科の学習を同じ時間に行います） 

・学年を３分割して行う算数の学習をスタートします。 

・理科室や図工室の対面式の机は、机上に衝立を設置し、飛沫防止の工夫をします。 

・体育館を活用して、密を避けて学習を行います。（外国語の学習等） 

（２）給食について 

・給食の時間、算数教室と会議室を使用し、２クラスの児童が３つの部屋で食事をとります。（５年生は、

専科教員の指導のもと、配膳や片付けも算数教室で行います。６年生は、一部の児童が会議室に移

動して専科教員の指導のもと食事をとります） 

 ※ 同じ児童が、いつも移動しないよう配慮します。 

 

２ ６月２２日（月）～ 第３段階（給食再開・通常授業）以降の５・６年生の対応 

（１） 学習について 

  ・６月２６日（金）までは、第２段階と同様の対応とします。 

・教室で全員が集まる学習の時間を少しずつ増やしていきます。 

・感染防止のために、学校でできない活動の一部（音楽のリコーダー、家庭科の料理等）を家庭で取り

組むことをお願いすることがあります。（１～４年も同様） 

・専科の学習も少しずつ、２分割から１学級単位で行っていきます。 

・体育館を活用して、密を避けて学習を行うことを引き続き行います。 

（２）給食について 

・少なくとも夏季休業までは、上記と同様の対応とします。 

 

３ その他 

・感染状況等により、第３段階以降の対応を変更することがあります。変更の場合は、あらためてお知ら

せいたします。 

 

【問い合わせ先】 

練馬区立中村西小学校 

副校長 伊藤 雄一 

03-3990-4237 


